
 

 

ネット・ＳＮＳの一般的な流れ 
  （発信者情報開示請求を念頭においております。） 

１ 正式契約（※法テラス利用の場合、正式契約まで＋数週間かかります。） 

（１日~７日） 
    ※正式契約後、大至急で動くことをお約束します。 

２ 書込元の管理人にＩＰアドレス等開示・書込削除請求 

   （約２週間～２か月） 
    ※開示や削除を拒否されたら、仮処分等の裁判手続となります。 

３ ＩＰアドレス等取得・プロバイダに発信者情報開示請求 

   （約１か月～２か月） 
    ※ＩＰアドレスと異なり、任意開示されるのは稀。 

４ 発信者情報開示請求訴訟提起 

（約１か月～２か月） 
※裁判所の混み具合によって大きく変わります。 

５ 第１回口頭弁論期日 

（約１か月～６か月） 
 ※他の案件と異なり、極端に長期化することは稀です。 

６ 判決 

（約２週間） 
 ※判決に不服がある場合には、２週間以内に控訴します。 

７ 判決確定・発信者情報開示 

（約１か月） 
 ※開示された情報をもとに、損害賠償請求の準備をします。 

８ 発信者に対して損害賠償請求 
 

    ※あとは、一般的な案件と同じです。 


